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部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けて

別冊資料①



１．「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する
実行会議」最終とりまとめ
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「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」
最終とりまとめ（令和7年5月16日）について

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/039_index/attach/1420653_00001.htm

【最終とりまとめに関するHP掲載資料】

① 最終とりまとめ（概要）

② 最終とりまとめ（本文）

③ 別添資料（部活動の地域展開に当たっての取組事例集

（個別課題への対応等））

令和５年度～７年度

「改革推進期間」
次期

改革期間

令和８年度～10年度

「改革実行期間」（前期）

令和11年度～13年度

「改革実行期間」（後期）

改革の

理念等

●急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実
●地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値を創出
●改革の理念等をより的確に表すため、「地域移行」という名称は、「地域展開」に変更。

休日 改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す

各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進（まずは、国において実現可能な活動の在り方等を検証）

費用負担
の在り方

●地域の実情等に応じて安定的・継続的に取組が進められるよう、受益者負担と公的負担とのバランス等を検討

●公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要。国において受益者負担の目安等を示す
●経済的困窮世帯の生徒への支援は確実に措置。部活動指導員の配置についても一定の範囲で支援

平日

各論 運営団体等の体制整備や指導者確保をはじめとする８項目の個別課題について、具体的な対応策を提示
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「地域展開」への名称変更

地域移行 地域展開
現行 見直し

①従来、学校内の人的・物的資源（学校の施設を含む）によって
運営されてきた活動を広く

地域に開き、地域全体で支えていく

②地域に存在する人的・物的資源を活用しながら、

地域全体で支えることで可能となる新たな価値を創出し、

より豊かで幅広い活動を目指していく

変更の趣旨

学校部活動から地域クラブ活動への転換を表す名称
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改革の方向性

次期改革期間内に、原則、全ての部活動において地域展開を実現
※地域の実情等を踏まえつつ、できる限り前倒しでの実現を目指すことが望ましい
※中山間地域や離島など特殊な事情により地域展開に困難が伴う場合等には、国としてもきめ細
かなサポートを通じて地域展開を後押し。それでも地域展開が困難な場合には、当面、部活動
指導員の配置等を適切に実施。

休日

令和５年度～令和７年度

改革推進期間

次期改革期間

令和８年度～令和１０年度

改革実行期間
（前期）

令和１１年度～令和１３年度

改革実行期間
（後期）

中間評価

各種課題を解決しつつ更なる改革を推進
国：活動の在り方や課題への対応策の検証を行う

地方公共団体：地域の実情等に応じた取組を進める

平日

4

４



「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」 最終とりまとめ（5/16）ポイント②

各論（個別課題への対応等）

１．地域クラブ活動を担う運営団体・実施主体の体制整備等

●地域全体での連携体制の整備（地方公共団体と関係団体等との
連携・協働、コーディネーターの配置、学校との連携等）

●運営に関するサポート体制の整備、運営を担う人材の確保・育成

●組織体制・財政基盤の整備

●ICT活用による運営業務の効率化 等

２．指導者等の質の保障・量の確保

●多様な人材の発掘・マッチング・配置（人材バンクの設置・運用、
大学生の活用促進、希望する教職員の兼職兼業等）

●適切な資質・能力の保障、人材育成（研修会開催、公認指導者
資格の取得促進、指導の手引き作成、適切な処遇の確保等）

●平日（部活動）と休日（地域クラブ活動）の一貫指導 等

３．活動場所の確保

●学校施設等の有効活用（地方公共団体等による協力等）

●認定を受けた地域クラブ活動の優先利用・使用料減免等

●活動場所の管理運営の効率化等（ICT活用、鍵の受渡しの負担
軽減、指定管理者制度等の活用、学校施設の複合化等）

４．活動場所への移動手段の確保

●既存車両の有効活用（スクールバスやスポーツ団体のマイクロバス等）

●地域公共交通との連携等（運行ダイヤの見直し検討、利用料への
補助、AIオンデマンド交通や公共ライドシェアの活用等）

●多様な政策分野との連携・協働等(介護・福祉・医療等)

５．大会やコンクール運営の在り方

●生徒の大会等の参加機会の確保（地域クラブ活動の認定制度の
導入に合わせた大会参加規程の見直し、行政・関係団体等による
協議の場の設定等）

●大会に参加する生徒への支援等（交通費・宿泊費の支援等）

●大会の運営及び引率等の体制整備（地域クラブ活動関係者や
保護者等の参画促進、大会運営の外部委託等） 等

６．生徒・保護者等の関係者の理解促進

●国における取組（ポスター・チラシ・動画等、ポータルサイトやSNS等
を通じた広報、説明会・シンポジウム等の開催）

●地方公共団体等における取組（学校と連携した生徒等へのきめ細
かな情報提供等、体験会等の開催、生徒等の希望を把握するため
のアンケート調査やワークショップの実施等）

７．生徒の安全確保のための体制整備

●事故や暴力・暴言等の不適切行為の防止（指導者等への研修、
組織的な体制整備、相談窓口の活用促進等）

●事故や不適切行為が発生した場合の責任の所在の明確化

●生徒及び指導者の保険への加入（傷害保険＋賠償責任保険）

８．障害のある生徒の活動機会の確保

●多様な地域の関係者の参画（障害者スポーツセンター、地域の
パラスポーツ協会、放課後デイサービス実施事業者等）

●新たなスポーツ・文化芸術活動の機会の提供

●障害者対応指導ツール等を活用した指導者の資質・能力の向上 等 5



２．部活動の地域展開等に関する法律上の規定、
政府方針の記載
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部活動の地域展開等に関する法律上の規定

（中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保）

第十七条の二 地方公共団体は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校

の中学部を含む。以下この項において同じ。）の生徒の数の減少及びこれに伴う中学校の部活動の実施に係る状況を

踏まえ、中学校の生徒が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学校、住民が主体的

に運営するスポーツ団体（第二十一条及び第二十二条第一項において「地域スポーツクラブ」という。）その他の団体

との緊密な連携の下に、中学校の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ずるよう

   努めなければならない。

２ 国は、地方公共団体に対し、前項の施策の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行う

よう努めるものとする。

スポーツ基本法（令和７年改正）

（政府の措置）

第三条 政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等（給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校

   等をいう。以下同じ。）の教育職員（第一条の規定（給特法第二条第二項の改正規定に限る。）による改正後の

   給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。）について、一箇月時間

   外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一～五 （略）

六 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。

七 （略）

２ （略）

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（附則）
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部活動の地域展開等に関する政府方針の記載

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針

（３）公教育の再生・研究活動の活性化

（質の高い公教育の再生）

【前略】

学校の働き方改革を通じたこどもたちの豊かな学びを実現するため、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動

の一体的な取組や部活動の地域展開・連携の全国実施を加速するとともに、【以下略】

経済財政運営と改革の基本方針2025

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版

Ⅷ．地方経済の高度化

３．地方経済を支える新時代のインフラ整備・安心の確保

（５）文化芸術・スポーツを通じた地方創生

【前略】

スポーツコンプレックスやスポーツホスピタリティ、スポーツツーリズムの推進を通して地域活性化に取り組む。更に、

スポーツコミッションへの支援や、地域の担い手育成の観点からも、部活動の地域展開等について新しい仕組み

を構築し、2026年度からの全国的な実施を進める。また、スポーツ団体のデジタル技術の活用や他産業との連

携を支援し、地域・経済にも裨益するよう取り組む。
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３．部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する
調査研究協力者会議
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地域クラブ活動に関する認定制度（たたき台）の概要①

①学校部活動を継承・発展させた生徒のスポーツ・文化芸術活動に関する要件等として、ふさわしい内容とする。
（営利等を目的とする民間クラブの活動との区別や質の担保、生徒の多様なニーズへの対応、公的支援の対象
とするなどの観点を十分に考慮）

②地域クラブ活動の多様な実態を踏まえる（高い基準となり過ぎない、個別具体的な内容となり過ぎない）。

③地方公共団体における認定事務等の円滑な実施にも配慮する。

制度構築に当たっての基本方針

国が示した要件、認定手続等に基づき、市区町村等が、学校部活動を継承・発展させた生徒のスポーツ・文化芸

術活動として認定した活動を「認定地域クラブ活動」という。

定義・呼称

①地域クラブ活動の実施主体からの申請（運営団体でとりまとめて申請）、②地方公共団体による確認（必要に応じて
現地調査等を実施）、③地方公共団体による認定、④地方公共団体による認定後の指導助言等（必要に応じて認定取消し）

（※１） 基本的に市区町村が認定等を実施。都道府県立学校等に関する地域クラブ活動については都道府県が認定等を実施
（※１） 国が示した要件に沿って、市区町村等が自ら運営する地域クラブ活動については、認定したものとみなす
（※２） 運営団体は、各地域クラブ活動を統括するとともに、地域の実情に応じて、実施主体と協力して適切な指導体制や運営体制の確保、

安全の確保、学校等との連携に取り組む。

認定手続

地域クラブ活動の
実施主体

地方公共団体
（市区町村等（※１））

①申請

②確認③認定

④指導助言等

地域クラブ活動の
運営団体（※２）

申請

統括・管理

出典（ P10～P17）：
部活動の地域展開・地域クラブ活動
推進等に関する調査研究協力者会議
（第４回）資料
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地域クラブ活動に関する認定制度の概要（たたき台）②

認定要件の骨子

①市区町村等による情報提供の促進 ②公的支援（財政支援、学校施設等の優先利用・使用料減免等）

③希望する教職員の兼職兼業 ④大会・コンクールへの円滑な参加 など

想定される認定の効果（メリット）

（※１）円滑な実施の観点から、一部の要件（指導体制、運営体制等）については一定期間の経過措置を設ける

事項 要件・確認事項のポイント

活動の目的・理念
・学校部活動が担ってきた教育的意義の継承・発展、生徒の豊かで幅広い活動機会の保障
・競技性や成果のみに偏重しない、広域からの生徒招集や参加者の選抜等をしない

活動時間・休養日
・平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内
・週２日以上（休日だけ活動する場合は週１日以上）の休養日を設定

会費 ・活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な会費を設定（国が示す目安を踏まえる）

指導体制
・暴言・暴力・ハラスメント等の不適切行為の防止徹底
・地方公共団体が定める研修を受講し、登録された指導者等による指導

安全確保
・生徒の健康状態や気温等の環境を考慮した適切な活動の実施
・施設・設備等の点検、緊急時の連絡体制整備、事故等が発生した場合の責任関係等の明確化
・怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険への加入（参加者、指導者等）

運営体制
・関係法令の遵守、規約等の作成・公表、公正かつ適切な会計処理及び関係者への情報開示
・営利を主たる目的とせずに運営 ・大会等に参加する場合の運営への積極的な協力

学校等との連携
・活動方針やスケジュール、生徒の活動状況等に関する情報共有
・学校施設の活用や教職員の兼職兼業に当たっての適切な連絡調整

（※２）別途、認定地域クラブ活動において期待される取組（新たな価値の創出）や体制等についても定める
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実行会議最終とりまとめ（令和7年5月16日）における費用負担の在り方等に関する記載

Ⅰ 総論

３．今後の改革の方向性

（４）次期改革期間における費用負担の在り方等

○ 上記の方針等に基づき、地方公共団体において、地域の実情等に応じて安定的・継続的に地域展開の
取組が進められるよう、次期改革期間に向けて、受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方
等を検討する必要がある20。

○ その際、公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要であることや、企業版ふるさと
納税やガバメントクラウドファンディング21をはじめとした寄附等の活用、民間企業との連携等、受益者負担と

  公的負担以外の新たな財源の確保等も有効に組み合わせていくことが重要であることについても留意する必
  要がある。

○ 特に、家庭の経済格差が生徒の体験格差につながることのないよう、経済的に困窮する世帯の生徒への
支援については確実に措置を行う必要がある。

○ なお、学校部活動の地域連携として行われている部活動指導員の配置は、学校における働き方改革の推
進及び質の高い指導の実現等のために重要な役割を担っているとともに、地域展開に至る前段階の取組とし
て実施している地方公共団体もあることから、次期改革期間においても一定の範囲で支援を行っていく必要
がある22。

20  受益者負担の水準については、自治体間で大きなばらつきが出ないようにするとともに、生徒の活動機会を保障する観点から、国において

金額の目安等を示すことを検討する必要がある。

21 地方公共団体が実施するクラウドファンディング。地方公共団体が抱える問題解決のために、寄附金の具体的な使途を明確化した上で、

ふるさと納税制度を活用した寄附を募る仕組み。

22 現状において、教師が部活動指導業務に従事せざるを得ない場合もあり、教師に対する部活動指導手当の在り方について留意が必要

であるとの意見もある。 12



費用負担の在り方等について①（主な費用等）

持続可能な形で安定的・継続的に取組が進められるよう、こうした諸費用について、①受益者負担、

②民間からの寄附等の活用、③公的負担を適切に組み合わせながら、対応していく必要。

１．地域クラブ活動の活動費・運営費

【経費の例】  指導者謝金、事務局人件費、旅費、消耗品費、会議費、保険料（指導者分・

参加者分）など

２．経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援

３．地方公共団体の体制整備等（都道府県分、市区町村分）

【取組の例】 コーディネーター配置、協議会の開催、人材バンクの設置、指導者研修の開催、

指導者資格取得への補助、ポータルサイトの運営、移動手段確保など

４．部活動指導員の配置

５．国における相談窓口の設置やアドバイザーの派遣等

部活動の地域展開等を円滑に進めるために要する主な費用

13



費用負担の在り方等について②（受益者負担）

受益者負担の目安の検討に当たっての基本的な考え方・留意事項

①学校部活動に代わる公的な生徒のスポーツ・文化芸術活動における負担額として、適正な水準

とすること。

②家庭の経済状況に関わらず、希望する生徒が幅広く参加できるよう留意すること。

③公的負担とのバランス、持続可能な運営に留意すること。

④地方公共団体及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体の裁量を過度に縛らないこと。

⑤地域クラブ活動における参加費の実態や保護者の意向、現状の部活動等における負担額など

のデータを十分に踏まえること。

※ここでいう「受益者負担」については、用具代等の実費は含まず、地域クラブ活動への参加の

   対価として支払う費用（参加費）を想定。なお、参加者の保険料は、別途、自己負担していた

だくことを想定

※競技種目等ごとに個別に定めるのは困難であるため、競技種目等の特性等に応じて一定の差異

が生じ得ることは想定しつつ、一般的な目安を定めることを想定
14



【関連データ】 地域クラブ活動への参加費用等について

〇 地域クラブ活動への参加費用の実態（休日・月額）

調査名：学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査（令和６年）

調査時期：令和６年５月13日～６月７日

調査対象：47都道府県、1741市町村（特別区含む）、63事務組合

＜運動部＞回答数：399 ⇒ 月額3,000円未満が84％

15

＜文化部＞回答数：161 ⇒ 月額3,000円未満が85％

49; 30%

55; 34%

34; 21%

9; 6%

8; 5%

6; 4%
①1,000円未満

②1,000円以上～2,000円未満

③2,000円以上～3,000円未満

④3,000円以上～4,000円未満

⑤4,000円以上～5,000円未満

⑥5,000円以上
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【公立中学校の学校教育費】
〇 現状の部活動等に関する費用の実態

調査名：令和５年度子供の学習費調査

調査対象：公立・私立の幼少中高の児童生徒等の保護者

有効回答：21,768人

調査項目：保護者が支出した子供一人/年 あたりの経費

教科外活動費（公立中学校）：27,315円/年（月額換算で2,276円）

※部活動以外に芸術鑑賞会、児童会・生徒会、林間学校等のために家庭が直接支出した経費を含む。

 

〇地域クラブ活動への参加費用として保護者が妥当だと思う金額（休日・月額）

調査名：実証事業におけるアンケート調査

調査対象：実証事業において地域クラブ活動に参加した中学生の保護者

運動部回答数：5,174 ⇒ 月額3,000円以下が85％

～1,000円
34.3%

1,001円～2,000円
29.5%

2,001円～3,000円
21.4%

3,001円～4,000円
5.8%

4,001円～5,000円
4.4%

5,001円～6,000円
1.9%

6,001円～
1.0%

無回答
1.7%

（n=5174）

文化部回答数：956 ⇒ 月額3,000円未満が85％

1,000円未満

37.8%

1,000円以上

2,000円未満

27.2%
2,000円以上

3,000円未満

19.7%

3,000円以上4,000円未満

6.3%

4,000円以上

5,000円未満

5.1%

5,000円以上6,000円未満

2.9%

6,000円以上

1.0%

（n=956）



費用負担の在り方等について②（受益者負担）
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これまでの会議での議論等を踏まえた主な論点

【前提（これまでの共通認識）】

●地域クラブ活動への参加の対価として支払う「参加費」（※用具代等の実費は含まない）の

目安を示す。

●競技種目等ごとに目安を示すのではなく、各競技種目等に共通の一般的な目安を示す。

●国が示すのは、あくまで目安であり、地域の実情や競技種目等の特性等に応じて、国が示す

目安と異なる設定を行うことを妨げるものではない。

【主な論点】

  ① 現状の多様な参加費の実態等を踏まえるとともに、地方公共団体等の裁量を過度に縛らない

ようにするなどの観点から、一定の幅を持って参加費の目安を示すということで良いか。

② 具体的な参加費の目安として、どの程度の水準が妥当か。

      ＜考慮要素＞地域クラブ活動の公的性質、生徒の活動機会の確保（体験格差を生じさせない）、

公的負担とのバランス・持続可能な運営、関連データ（参加費の実態、保護者の意向など）

③ 現時点では十分な実践・データの蓄積がされていない平日をどのように取り扱うか。



４．本日のワークショップに向けて
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ワークショップのテーマ

19

①地域クラブ活動の担い手（指導者・運営スタッフ）の

   確保・育成を自治体としてどのように支援していくべきか？

②生徒・保護者・スポーツ団体・学校・地域住民・大学・

   企業等からの理解を得るためには、自治体としてどのような

   情報発信・巻き込みを行うべきか？



ワークショップに向けて

20

ワークショップとは ※考え方の一例、様々な考え方あり

✓ ワークショップの原意は、「工房」「仕事場」「作業場」

→ たくさんの人が工具を手にして、真剣な眼差しでモノづくり

       に打ち込んでいる場面が想起。

✓ 主体的に参加したメンバーが協働体験を通じて創造と

学習を生み出す場
（出典）堀公俊、加藤彰, ワークショップ・デザイン 知をつぐむ対話の場づくり, 日本経済新聞出版社, 2008年, p.10

➢ 地元の取組や検討状況等に加えて、本フォーラムの基調講

演、パネルディスカッション、マッチングフェア、取組事例発表、

取組事例集も材料にして議論を！
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